
  

＜入院料の支払い等について＞ 
 

１．入院料の支払いについて 

・入院料は月末締め、翌月１2 日に請求書を郵送しております。お支払いは、その月中にお願い

いたします。 

・支払い済みの領収書は、確定申告等の際に必要ですので、大切に保管してください。なお、 

再発行はいたしかねます。（領収書に代わる証明書は 1,100 円（証明書料 1,000 円＋消費税

100 円）） 

・退院時の請求において、伝票整理の遅れ等で、退院後に追加請求させていただくことがござい

ますので、ご了承ください。 

 

２．お支払いの方法について 

(1) 口座振替 

・口座振替依頼書に必要事項を記入し口座届出印を押印の上、当院事務室へご提出ください。 

・口座振替依頼書を提出した翌月から口座振替を開始します。ただし、毎月２７日～月末の間に

口座振替依頼書を提出した場合、翌々月から口座振替が開始となります。 

 ・利用月の翌月２３日に指定口座から振替えますので、口座残高をご確認ください。 

 ・口座振替１回にかかる口座振替手数料 96 円（88 円＋消費税 8 円）は、ご利用者負担となり

ます。 

 

(2) 窓口支払い 

・現金でお支払いをお受けしております。 

・受付、会計窓口のお取扱時間は、月曜日～土曜日の午前８時４０分～午後５時です。 

・日曜日、祝日、夜間のお取り扱いはしておりませんので、ご注意ください。 

 

(3) 現金書留 

・現金書留は、請求金額と差額がないようにお送りください。 

・領収書の返送用に、返送用切手または切手実費を現金書留に同封してください。 

 

(4) 銀行振込 

・銀行振込は、下記の金融機関の振込口座にお願いいたします。 

・お振込の際は「ご利用者のお名前」で、請求金額と差額がないようにお振込ください。 

・振込手数料は、ご利用者の負担でお願いします。 

・請求金額と振込金額に差額があった場合、お電話にて確認をさせていただきます。 

・銀行振込の場合、領収書の発行はいたしません。確定申告等の際は、「請求書と振込受領書」

が必要となりますので、大切に保管してください。 

 

振込先金融機関 

金融機関 
大光銀行 

本店営業部 

第四北越銀行 

長岡本店営業部 
ゆうちょ銀行 

口座種別 普通 普通  

口座番号 ３０３９４５２ ２０３７９７８ 
００５６０－ 

５－６２４０８ 

口座名義 長岡保養園 長岡保養園 長岡保養園 

※銀行振込の際の手数料については、ご利用者のご負担でお願いいたします。 

 



２．立替金制度の利用について 

・ご利用者が院内の売店や外部業者から購入した品物等の費用を当院が一旦立替て清算し、  

後日、利用料請求と一緒にお支払いいただく仕組みです。 

・立替金制度を利用する場合には、「立替金依頼書」をご提出いただきます。 

 ・印鑑をご持参の上、事務室へお申し出ください。 

 ・立替金依頼書作成時、月額使用制限額を定めます。（概ね３万円以内） 

 ・立替金を行った場合には、立替金請求書により請求致します。 

 ・立替金制度をご利用の場合、１日 50 円（立替金管理料 46 円＋消費税４円）の管理手数料が

かかります。 

 

 

３．アメニティセットについて 

 ・入院中に必要なバスタオル及びタオル並びに日用消耗品を組み合わせたアメニティセットが 

  ございます。 

   ・ご利用には委託業者へ直接お申込みいただきます。 

   ・詳しくはアメニティセットのご案内をご参照ください。 

 ・アメニティセットをお申込みにならない場合、バスタオル及びタオルをはじめ日用消耗品を 

  ご家族の管理のもと適宜補充していただきますことをご了承ください。 

 

 

４．入院中の他科受診について 

 ・入院されたご利用者は、原則としてすべての薬は当院で処方されます。 

  現在、他の医療機関から薬をもらっている場合は、すべての薬（点眼薬、貼付薬等を含みま

す。）を療養棟職員にお渡しください。 

  薬については、当院医師の指示に従ってください。 

・他の医療機関に受診を希望する場合には、まず療養棟職員にご相談ください。 

 ・他の医療機関への受診や転院等は、原則としてご家族の付添でお願いいたします。 

・受診や転院等に伴う送迎については、タクシー等の公共交通機関をご利用いただき、ご利用者

の負担でお願いいたします。 

 

 

※入院料、入院料外諸経費、立替金制度等について、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。 


